
5．その他の審査項目（社会性等）（20004帳票）  

 

次のアからトまでの事項に留意しながら、記載例を参考にして作成してください。 

なお、確認に必要な書類はP.10～16（チェックリスト）をご覧ください。 

ア『建設業退職金共済制度加入の有無』 41項番 

審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約を締結して

いる場合は「１」、締結してない場合は「２」を記入します。 

（注）特定業種退職金共済契約を締結していても、これを履行していないため、勤労者退職

金共済機構建設業退職金共済福岡県支部から加入・履行証明書が発行されない場合がありま

すが、この場合も「２」と記入することになります。 

イ『退職一時金制度導入若しくは企業年金制度導入の有無』 42項番 

審査基準日において、次のいずれかに該当する場合は「１」、いずれにも該当しない場合

は「２」と記入します。 

・『退職一時金制度導入の有無』 

①  労働基準監督署に提出した労働協約（常時１０名以上の労働者を使用する場合には、労働

基準監督署への届出が必要）、就業規則若しくは退職金規則上に、退職手当の決定、計算

及び支払の方法並びに退職手当の支払いの時期に関する定めがある。 

②  勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金契約以外の退職金共済契約を締結している。 

③  所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約を締

結している。 

・『企業年金制度導入の有無』 

①  厚生年金基金を設立しているか、既存の厚生年金基金に加入している。 

②  確定給付企業年金法第２条第１項に規定する確定給付企業年金を導入している。  

③  確定拠出年金法第２条第２項に規定する企業型年金を導入している。 

④  法人税法附則第20条に規定する適格退職年金契約を信託銀行や保険会社等と締結して

いる。 

ウ『法定外労働災害補償制度加入の有無』 43項番 

審査基準日において、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、(一社)

全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入者、中小企業等協同組合法の認可

を受けて共済事業を行う者、又は民間の保険会社との間で労働災害補償保険法に基づく保険

給付の基因となった労働災害について、上乗せの保険給付を行うための契約を締結している

場合は「１」、してない場合は「２」と記入します。 

なお、この法定外労働災害補償制度の要件としては、次の４つの要件を満たしていること

が必要です。 

① 業務災害と通勤災害のいずれも保険給付の対象としていること。 

② 直接の使用関係にある職員及び下請負人（数次の請負による場合にあっては下請負人の

すべて）の直接の使用関係にある職員のすべて保険給付の対象としていること。（従っ

て、記名式の制度はこの要件を満たさない。） 

③ 少なくとも死亡及び労働災害補償保険の傷害等級１級から７級までに係る災害のすべ

てを保険給付の対象としていること。 

④ 共同企業体による工事及び海外工事を除くすべての工事現場を災害の保険給付の対象



としていること。（工事現場ごとに加入する制度はこの要件を満たさない。）  

また、いわゆる団体加入の場合は個々の事業主は法律上の保険契約者とはなりませんが、

実質上保険会社との間で契約を締結しているものとみなします。 

 

エ『若年技術職員の継続的な育成及び確保』及び『新規若年技術職員の育成及び確保』 44項番・45項番 

47項番は、技術職員名簿に記載がある技術者のうち、35歳未満の技術職員数が15％以上の場合は「１」、

15％未満の場合は「２」を記入します。 

48項番は、新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の１％以上

の場合は「１」、１％未満の場合は「２」と記入します。 

 

オ『CPD単位取得数』及び『技能レベル向上者数』 46項番・47項番 

49項番は、「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前１年のうちに取得したCPD

の単位数（但し、算入できるCPD単位数は1人当たり30単位を上限とする。）を記入します。また、「技

術者数」の欄は、規則第7条の3第3号若しくは規則第18条の3第2項第1号に規定する者又は1級若しくは

2級の第一次検定に合格した者（規則第18条の3第2項第1号に規定される者に該当する者を除く。）の

数を記入します。 

50項番の「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準

日以前3年のうちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価（以下「認定能

力評価」という。）の区分が審査基準日の3年前の日において受けている評価の区分より1以上上位で

あった技能者の数を記入します。また、「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前3

年のうちに建設工事の施工に従事した者であって規則第14条の2第2号チ又は同条第4号チに規定する

建設工事に従事する者に該当する者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を除いた数

を記入します。そして、「控除対象者」欄は、審査基準日3年のうちに認定能力評価により評価が最上

位の区分に該当するとされた者の数を記入します。 

 

カ『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況』  48項番 

  審査基準日において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「えるぼし認定（１

段階目）」を受けている場合は「１」を、「えるぼし認定（２段階目）」を受けている場合は「２」を、 

「えるぼし認定（３段階目）」を受けている場合は「３」を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場

合は「４」を、いずれの認定も受けていない場合は「５」を記入します。 

 

キ『次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況』 49項番 

  審査基準日において、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」を受けている場合は「１」

を、「トライくるみん認定」を受けている場合は「２」を、「プラチナくるみん認定」を受けている場

合は「３」を、いずれの認定も受けていない場合は「４」を記入します。 

 

ク『青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況』 50項番 

審査基準日において、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく「ユースエール認定」を受けてい

る場合は「１」を、受けていない場合は「２」を記入します。 

 

ケ『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』 51項番 

 審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請け負った（変更契約を除く）①に掲げる審



査対象工事において、②に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積する措置を実施し

ており、かつ、様式第６号に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要

な措置を実施した旨の誓約書を提出している場合に、加点対象となります。 

 

① 審査対象工事とは、建設業法施行令第１条の２第１項に定める軽微な建設工事、防災協

定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工事の請負契約において当

該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策（以下、「軽微な工事等」という。）

以外の日本国内における全ての建設工事又は軽微な工事等以外の日本国内における全ての

公共工事をいう。 

② 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置とは、建設キャリアアップシステム

（一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場におけ

る建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報に

ついて当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。）における現場契約情報の作成及び登録

を実施しており、かつ、建設工事に従事する者が建設キャリアアップシステムへの直接入力によらない

方法で建設キャリアアップシステム上に就業履歴を蓄積できる体制を整備することをいう。 

 

 上記①、②に基づき、軽微な工事等以外の全ての建設工事において、建設工事に従事する者の就業履歴

を蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施した場合は「１」を、軽微な工事等

以外の全ての公共工事において当該措置を実施した場合は「２」を、いずれにも該当しない場合は「３」

を記入します。 

 

コ『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無』 52項番 

国土交通省の建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言

企業として掲載されており、審査基準日前に宣言を行っていることが加点の条件となります。 

 

サ『建設業の営業年数』 53項番 

営業年数は、建設業法による建設業の許可又は登録を最初に受けた時より起算し、審査基準日

までの期間に係る年数（１年に満たない端数は切り捨てる。）を記入します。 

なお、営業を一時休止した沿革を有するもの（建設業の許可又は登録を受けずに営業を行っていた場

合を含む。）は、その期間を営業年数から控除して記入してください。 

また、営業の同一性を失うことなく組織変更を行った沿革又は、建設業を譲り受けた沿革を有するも

ので、変更又は譲り受け前にすでに建設業の許可又は登録を有していたことがある者は、当該許可又は

登録を受けた時を営業年数の起算点とします。 

 

シ『民事再生法又は会社更生法の適用の有無』 54項番 

民事再生法又は会社更生法の適用の有無は、平成23年4月1日以降に民事再生法又は会社更

生法の適用を申し立てた場合であって、手続開始決定から手続終結決定までの間は「１」を

記入、その他の場合は「２」を記入します。 

 

ス『防災協定の締結の有無』 55項番 

この｢防災協定｣は、国、特殊法人等又は地方公共団体との間で締結した、防災活動（防災・

復旧活動等への機材・役務等の提供、災害時の待機等）に関する協定のことを指し、不測の



災害等への備えとして予め定めたものが対象となります。復旧工事等の工事請負契約自体は、

この項目の対象とはなりません。 

該当がある場合は「１」を記入の上、協定書の原本をコピーの上、写しを提出（加入している協会・

組合等の団体が国等と協定を締結している場合は、当該団体への加入・防災活動担当等を証明する書類

（P.67参照）も併せて提出）します。該当がない場合は「２」を記入します。 

 

セ『法令遵守の状況』 56項番・57項番 

法令遵守の状況は、審査基準日直前１年間に建設業法28条の規定により指示をされ、又は営業の全部

若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、それぞれ「１」を記入します。該当が無い場合は

「２」を記入します。 

なお、国、自治体等から受けた入札参加資格指名停止処分については対象外です。 

 

ソ『建設業の経理の状況』 58項番・59項番・60項番 

60項番は、審査基準日において、次のいずれかに該当する場合は対応するもの（「１」「２」「３」）

を記入、いずれも該当しない場合は「４」と記入します。 

① 会計監査人設置会社は、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正

意見を表明している場合は「１」（不適正意見が付されている場合は該当しません。） 

② 会計参与設置会社は、会計参与が会計参与報告書を作成している場合は「２」 

③ 常勤で雇用している職員のうち公認会計士、税理士、１級登録経理試験に合格した年度の翌年

度から５年を経過しない者、登録経理講習の１級講習を受講した年度の翌年度から５年を

経過しない者のいずれかの者が、建設業の経理が適正に行われたことに係る確認事項を用いて「経

理処理の適正を確認した旨の書類」（様式第２号）に自ら署名を行っている場合は「３」 

61項番は、常勤で雇用している公認会計士等（公認会計士（公認会計士法第28条規定研修受講者）、

税理士（所属税理士会の認定研修受講者）、登録経理試験１級合格者（合格した年度の翌年度の開始

の日から５年を経過していない者又は登録経理講習受講年度の翌年度の開始の日から５年を経過し

ていない者））の人数を記入します。なお、常勤の職員のみが対象であり、いわゆる顧問会計士等は

該当しません。 

62項番は、常勤で雇用している登録経理試験２級合格者（合格した年度の翌年度の開始の日から５

年を経過していない者又は登録経理講習受講年度の翌年度の開始の日から５年を経過していない者）

の人数を記入します。 

建設業経理事務士については、平成18年度以降は「登録経理試験」制度に移行していますが、平成

17年度以前の１・２級建設業経理事務士も引き続き登録経理試験１・２級合格者と同等にこの審査項

目の対象となります。 

タ『研究開発の状況』 61項番 

研究開発の状況については、会計監査人を設置している会社で、会計監査人が当該会社の財務諸表に

対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合のみ審査対象年及び前審査対象年にお

ける研究開発費の額の平均の額を記入します。 

チ『建設機械の保有状況』 62項番 

条件に当てはまる建設機械の保有（リース含む）台数を記入します。 

 

ツ『国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況』 63項番・64項番・65項番 



65項番は、エコアクション21の認証を取得している場合は「１」を、取得していない場合は「２」を

記入します。 

66項番は、国際標準化機構第9001号規格に登録されている場合は「１」を、登録されていない場合は

「２」を記入します。 

67項番は、国際標準化機構第14001号規格に登録されている場合は「１」を、登録されていない場合は

「２」を記入します。 

ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合に

は、加点対象としないものとする。 

 

テ『国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況』 65項番・66項番・67項番 

65項番は、エコアクション21の認証を取得している場合は「１」を、取得していない場合は「２」を

記入します。 

66項番は、国際標準化機構第9001号規格に登録されている場合は「１」を、登録されていない場合は

「２」を記入します。 

67項番は、国際標準化機構第14001号規格に登録されている場合は「１」を、登録されていない場合は

「２」を記入します。 

ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合に

は、加点対象としないものとする。 

 



別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４
記　載　例

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ １ 1 〔1.有、2.無 〕

3

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ３ 1 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ２ 1 〔1.有、2.無 〕

3

技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４ 1 7 (人) 2 (人) 28.5%

28.5%

3 新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

1 （人）

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 2

,

3 5 10 11 15

1

(人)

10

7（単位） 技術者数
,
1 0

技能レベル向上者数 ４ ７
,

,
CPD単位取得数 ４ ６

1 （人） 技能者数 6

3 5 9 15 20

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく
認定の状況

４ ８ 1
  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

3

1 （人）

3

（人） 控除対象者数
,,

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０ 2 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９ 1 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

3

営業年数 ５ ３ 0 2

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な
措置の実施状況

５ １ 2 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

（年）
昭和
平成
令和

 令和３年   ４月   ３０日 年　　　　か月

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 2 令和    年     月     日

3

営業停止処分の有無 ５ ６ 2 〔1.有、2.無 〕

令和      年     月     日 令和

3

監査の受審状況 ５ ８ 4   1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ７ 2 〔1.有、2.無 〕

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

0 （人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

６ １
,

0 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２ 2

,
0 （千円）

,
研究開発費（２期平均）

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 ５ ２ 1 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 2 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 2 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 1 〔1.有、2.無 〕

初めて許可を受けた日から審査基準日までの年数を記

入する（1年未満は切り捨て）また再生（更生）期間

終了後は0年よりスタート。

（例）許可日：R3.4.30、審査基準日：R7.3.31

→2年11か月≒営業年数２年

審査基準日直前1年間に営業停止・

指示処分を受けた場合は「1」を、

それ以外の場合は「2」を記入

以下の区分により記入（審査基準日時点）

「1」…会計監査人の設置を行っている場合（監査報告書において、無限定適正意見、

限定付適正意見が表明された場合）

「2」…会計参与の設置を行っている場合（会計参与報告書が作成されている場合）

「3」…以下の者のいずれかが「経理処理の適性を確認した旨の書類（様式2号）」に

自らの署名を付したものを提出している場合・公認会計士、税理士、1級登録資格試験

の合格者（又は1級建設業経理事務士）

「4」…上記以外

保有条件に該当する建設機械の台数を記入。

※加点は15台まで。

「監査の受審状況」欄において

「1」を記載した場合のみ、2期平均の額を記入

それ以外の場合は、「0」を記入

・若年技術職員（35歳未満）の割合（B/A）が15％以上の場合、項番

47は「1」、15％未満の場合は「2」を記入

・新規若年技術職員（35歳未満）の割合（C/A）が1％以上の場合、

項番48は「1」、1％未満の場合は「2」を記入

「様式５号」のレベル向上者の有無の合計 「様式５号」の技能者の合計

主任技術者・監理技術者・１級技師補・２級技師補の合計

※「別紙２技術職員名簿」=7人（23単位）

「様式４号CPD単位を取得した技術者名簿」＝4人（84単位）

→11人（107単位）

「様式５号」の控除対象者の合計

別紙２技術職員名簿の

登録経理試験合格後、5年経過している場合は、登録経理講

習の受講が必要。

CPD単位取得者がいない場合、技能レベル向上者がいない場合、証明書類が揃わない場合は当該「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」欄は「０」を記入してください。






